
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 目標事業量 

 

 



  第５章 目標事業量 
 
 
次に掲げる事業について目数値を設定するとともに、本市の財政状況を踏まえつつ、

本計画の目標年度である平成21年度までにその達成に向け、努めていきます。 

 
事業名 事業内容 

現状 

（平成 16 年度） 

目標値 

（平成 21 年度）

33 か所 36 か所
通常保育事業（夜間

保育事業を含む） 

（４月１日現在） 

通常保育事業とは、日々保護者の委託
を受けて、一定の基準に従い、保育に
欠けると認められる児童を対象に、通
常の開所時間（原則１日11時間）の中
で行う保育事業のことです。 
また、夜間保育事業とは夜間の保育需
要に対応するため、午前11時から午後
10時までの概ね11時間の開所時間の
中で行う事業のことです。 

定員 3,419 人 定員 3,779 人

後１時間延長 後１時間延長 

7 か所 5か所

定員  661 人 定員  646 人

後２時間延長 後２時間延長 

2 か所 2か所

定員 142 人 定員 152 人

後３時間延長 後３時間延長 

0 か所 1か所

延長保育事業 

保育所の、通常の開所時間（１日11

時間）を超えて行う保育事業のことで

す。 

定員  0 人 定員  60 人

3 か所 3か所
子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 

保護者の疾病、出産、恒常的な残業、
休日出勤等の事由により、家庭での養
育が一時的に困難になった児童を、児
童福祉施設等において一定期間養育
することです。 

定員  6 人 定員  6 人

3 か所 3か所
子育て短期支援事業 

（トワイライトステ

イ） 

保護者が仕事その他の事由により、平
日の夜間または休日に不在となり、家
庭において児童を養育することが困
難となった場合、その他緊急の場合に
おいて、当該児童を実施施設において
保護し、生活指導・食事の提供等を行
うことです。 

定員  6 人 定員  6 人

29 か所 30 か所

留守家庭児童会事業 

児童福祉法に定められている事業で、
保護者が労働等により昼間自宅にい
ない家庭の小学生児童（概ね10歳未
満）に、授業終了後に遊び、生活の場
を提供し、児童の健全な育成を図る事
業のことです。本市では、小学校低学
年児童を対象としています。 

定員 1,395 人 定員 1,445 人

0 か所 2か所
病後児保育事業 

（施設型） 

保育所等に通所している児童が、病気
の回復期にあり、集団保育が困難な期
間について、保育所・病院等に付設さ
れた専用スペースで一時的に預かる
保育事業のことです。 

定員  0 人 定員  4 人

 

- 65 - 



- 66 - 

事業名 事業内容 
現状 

（平成 16 年度） 

目標値 

（平成 21 年度）

10 か所 15 か所

一時保育事業 

保護者の就労形態により、家庭におけ
る保育が断続的に困難となる児童、保
護者の傷病・入院等により緊急・一時
的に保育を必要とする児童および保
護者の育児疲れ解消、その他の事由に
より一時的に保育を必要とする児童
を対象として行う事業のことです。 

定員  60 人 定員  90 人

ファミリー・サポー

ト・センター事業 

育児の援助を行いたい人と援助を受
けたい人からなる会員組織で、保育
所・留守家庭児童会等の開始前や終了
後、冠婚葬祭、リフレッシュしたい時
などに、子どもを預けたり預かったり
して、仕事や子育ての両立や育児疲れ
の解消等を図ります。 

1 か所 1 か所

地域子育て支援セン

ター事業 

子育て相談、子育て講座、各種遊び、
イベント開催等の子育て支援事業お
よび子育てサークルの育成を行いま
す。 

7 か所 7 か所

つどいの広場事業 

主に乳幼児（０～３歳）をもつ親とそ
の子どもが気軽に集い、うち解けた雰
囲気の中で語り合うことで、精神的な
安心感をもたらし、問題解決への糸口
となる機会を提供することが必要で
あり、その機能を有する事業のことで
す。 

2 か所 14 か所

0か所 1か所
休日保育事業 

日曜・祝日等に、保護者が就労等のた
め、保育に欠ける児童を対象に行う保
育事業のことです。 定員  0 人 定員  6 人

 
※「特定保育事業」とは、保護者の就労形態の多様化に対応し、その児童が保育に欠ける

と認められる場合に週に２、３日程度、又は午前あるいは午後のみなど、必要な日時に

ついて行う保育事業のことで、「一時保育事業」で代替え可能と判断しており、実施する

予定はありません。 
※「病後児保育（派遣型）」とは、保育所等に通所している児童が、病気の回復期にあり、

集団保育が困難な期間について、保育士等を派遣して児童の自宅等において一時的に預

かる保育事業のことで、実施予定はありません。 
 




